
国家公務員一般職試験を受験された皆様の中には、「法務局って何をしているの？」、「法務
局ってどんな人が働いているのだろう？」、「採用されたらどこに勤務するんだろう？」と疑問
に思っている人もいるのではないでしょうか。
そこで、宇都宮地方法務局で勤務した場合、疑問に感じやすいことをいくつかピックアップし

ながら、Q＆A形式で簡単に紹介します。

人権イメージキャラクター
人KENまもる君・あゆみちゃん

宇都宮地方法務局ってどんなとこ？

Q1 法務局ってどんな仕事をしているの？
A 法務局は、法務省の地方組織の一つです。取り扱っている業務は、登記、戸籍・国籍、供託、
訟務、人権擁護などいろいろありますが、どれも人の財産や身分関係、権利保護、人権尊重など
の重要な業務です。

★法務局の取り扱う業務の一例

・不動産登記
国民の大切な財産である土地や建物などの所在や面積、所有者の情報などの権利関係の変動に

ついて、申請があったものを適正かどうか審査を行った上、登記簿に記録し一般に公開する事務
を行っています。

・商業・法人登記
会社や法人の商号、本店所在地、代表者氏名など取引上重要な内容について、適正な審査行っ

た上、登記簿に記録し、一般に公開する事務を行っています。

・戸籍事務
戸籍制度は、日本国民の出生から死亡までの親族的身分関係を登録し、証明する唯一の制度で

す。各種届出（出生届・婚姻届等）の受理などの事務は市区町村で取り扱われますが、法務局で
は、全国統一的に戸籍事務が処理されるよう市区町村に対し、助言・勧告・指示等を行っていま
す。

・国籍事務
法務局では、日本に居住する外国人の帰化許可申請や国籍取得届の受付・受理・審査などの事

務を行っています。

・人権擁護事務
法務局では、国民の基本的人権を守るため、人権侵害に関する相談や人権侵害事件の調査処理

などの活動を行っています。その他にも国民の人権意識を高め、人権への理解を深めるため、人
権作文コンテストの実施や地域のスポーツクラブと協力した広報活動などを行っています。

その他にも供託事務や訟務事務、自筆証書遺言書保管制度に関する事務なども法務局の業務と
して取り扱っています。
詳細は法務局ホームページ掲載のパンフレットを確認をしていただければ幸いです。

【参考：宇都宮地方法務局ホームページ採用情報】

URL：https://houmukyoku.moj.go.jp/utsunomiya/page000001_00101.html

QR：



Q3 宇都宮地方法務局に採用されたら勤務先はどこになりますか？
A 採用時の配属先は宇都宮地方法務局本局、支局及び出張所のいずれかでの勤務になります。
官署ごとに業務を取り扱う市町に違いがあり、不動産登記の取扱地域を例に挙げると以下の

ように振り分けられています。

宇都宮地方法務局（本局）：宇都宮市、鹿沼市、さくら市、那須烏山市、上三川町、高根沢町

日光支局 ：日光市、塩谷町

真岡支局 ：真岡市、益子町、芳賀町、茂木町、市貝町

大田原支局 ：大田原市、那須塩原市、矢板市、那須町、那珂川町

栃木支局 ：栃木市、壬生町

小山出張所 ：小山市、下野市、野木町

足利支局 ：足利市、佐野市

Q2 職場の規模、雰囲気はどうですか？
A 宇都宮地方法務局は本局のほかに、栃木県内各地にある5つの支局と1つの出張所で構成
されており、全体の職員数は約１４０人（男性６５％、女性３５％）となっています。
職場の雰囲気は、業務の性質上、チームワークを重視視される職場ですので、役職や年齢

に関わらず、コミュニケーションが円滑で誰にでも相談しやすい環境にあることが特徴だと
思います。また、法務局は結婚や出産の時期を迎えても、安心して勤務が行えるように子供
の養育を行う年代の職員に対しては、男女を問わず、育児休暇制度や短時間勤務制度などを
活用することが可能となっており、男女共に働きやすい職場環境の形成に力を入れています。

Q5 過去に法律の勉強をしたことが無くても勤務することは可能ですか？

A 法務局では、採用後に全職員を対象とした研修制度があり、業務に使用する基礎的な法律
知識・技能を学ぶ機会が設けられていますので、入局前に法律を学んだことが無くても、意
欲さえあれば困ることはありません。現に宇都宮地方法務局では、様々な経歴を持つ職員が
活躍しています。

Q4 人事異動の期間・異動範囲について教えてください。
A 人事異動は全職員を対象に、２年から３年の周期で異動が発令されることが多いです。異
動先の官署・部署は本人の希望や適性を考慮した上で決定されることになります。
なお、異動先の地域の範囲としては、宇都宮地方法務局（採用局）内が基本となりますが、

ライフスタイルの変化によって、希望すれば他の法務局・地方法務局（東京法務局等）に異
動することもできます。

★お問合せ先
宇都宮地方法務局総務課人事係
☎０２８－６２３－０９１２
宇都宮市小幡二丁目１番１１号

（宇都宮法務総合庁舎）

宇都宮地方法務局では国家公務員一般職試
験を受験した方を対象に業務説明会を実施
しています。
詳細はホームページに掲載しますので、御
確認ください！


